
中小企業従業員融資「まなび」の概要

新型コロナウイルス感染症緊急対策融資

令和６年４月１日（月）

次の条件をすべて満たし、中小企業（※）で働いている従業員
● 現在の勤務先に６か月以上勤務している方
● 現住所に３か月以上居住し、勤務先か住所のいずれかが都内の方
● 年間収入（税込）が800万円以下の方
● 住民税を滞納していない方
● 返済の見込みのある方

※中小企業とは以下に該当する場合をいいます。
小 売 業 資本金が5千万円以下 又は 従業員数が50人以下
サ ー ビ ス 業 資本金が5千万円以下 又は 従業員数が100人以下
卸 売 業 資本金が1億円以下 又は 従業員数が100人以下
上記以外の業種 資本金が3億円以下 又は 従業員数が500人以下

○ お申し込み後、金融機関による審査を実施します。審査の結果、ご希望にそえない場合もありますので、
ご了承ください。

◆申込受付開始

申 込 窓 口

中央労働金庫（都内本支店またはローンセンター）でお取り扱いいたします。
【お問い合わせ先】 中央労働金庫フリーダイヤル ☎ 0120（86）6956

◆お申し込みいただける方

◆主な融資条件

中小企業従業員融資「まなび」の申込受付を開始します

令和６年３月２８日
産 業 労 働 局

東京都では、中小企業の従業員及び扶養親族の方の、教育・リスキリングを
支援するため、令和６年度から、融資金額の上限を、従来の１００万円から
１２０万円に引き上げる中小企業従業員融資「まなび」を新設します。

詳細については、TOKYOはたらくネットをご確認ください。
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/fukuri/yushi/index.html

【お問い合わせ先】
産業労働局雇用就業部労働環境課 電話：03-5320-4652

資金使途 中小企業従業員とその扶養親族の方の教育・リスキリング費用
融資限度額 120万円
返済期間 ３年以内（70万円超の場合５年以内）
返済方法 元利均等月賦返済
融資利率 １．８％
保証料 全額都が負担
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